
資料 合吸b－1）合併契約書  

併 契 約 書   

A法人（以下「甲」という。）とB法人（以下l▲乙」という。）は合併に関して次のとおり  

契約を締結する。  

（合併の方式）  

第1条 甲は、乙を合併して存続し、乙は解散する。  

（合併の期日）  

第2条 合併の期日は平成00年○月○日とする。ただし、期日において合併に必要な手続  

を行うことが困難な場合においては、甲乙の協定によってこれを延長することがで  

きる。  

（定款変更）  

第3条 合併後存続する社会福祉法人（以下「存続法人」という。）の定款の基本事項は、  

次のとおりとする。  

1 名称は、A法人とする。  

2 事業は存続法人の定款で定めるすべての事業とする。  

3 事務所の所在地は、00000000000とする。  

4 役員及び評議員の定数は、次のとおりとする。  

ア 理事  ○名  

イ 監事  ○名  

り 評議員  ○名  

（財産の取扱い）  

第4条 甲及び乙は、平成00年00月00日現在の次に掲げる書類を交換し、相互に確認  

する。  

1 事業報告書  

2 決算書  

3 財産目標   

2 甲及び乙は、合併期目の前日現在の事業報告書、決算書及び財産目録を作成する。  

（財産の管理）  

第5条 甲及び乙は、本契約締結後その所有に係る一切の財産を善良なる管理者の注意をも  

って管理し、新たな義務等の負担その他重要なる取引については、あらかじめ、相  

手方の承認を受けるものとする。  

（財産等の引継ぎ）  

第6条 乙の所有する財産その他一切の権利義務は、存続法人に引き継ぐものとする。  
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（職員の身分）  

第7条 合併の際における乙の職員は、すべての甲の職員として引き継ぐものとする。乙の  

職員の給与、任免、配置その他の身分の取扱については、甲の職員との均衡を考慮  

して公正に取扱うものとする。  

（契約の解除等）  

第8条 本契約締結の日から合併成立までの間に、天災その他不測の事由により、甲又は乙  

の財産に重大なる変化が生じた場合は、甲乙協議のうえ本契約を変更し、又は解除  

することができる。  

（雑則）  

第9条 合併に新たな取り決めを必要とするとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲  

乙協議のうえ決定する。  

附 則  

本契約は、00県知事の合併認可の日から効力を生ずるものとする。  

この契約の締結を証するため本書を2通作成し、両社会福祉法人理事長において署名押印  

の上、各自その1通を保管するものとする。  

平成00年00月00日  

（甲）0000000000000000  
A法人  

理事長  

（乙）0000000000000000  

理事長  

100   



資料 合新b－1）合併契約書  

併 契 約 書   

社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000及  

び社会福祉法人000（以下「関係法人」という）は合併し、社会福祉法人00市保育協会（以  

下「新法人」という。）を設立するにあたり、関係法人間で下記のとおり合併契約を締結す  

る。  

第1条 関係法人は、合併して新法人を設立し、関係法人は解散するものとする。  

第2条 合併により設立すべき新法人の名称、事務所の所在地、目的、社会福祉事業の種類  

等は次のとおりとする。  

1名称  

社会福祉法人00市保育協会   

2 事務所の所在地．  

（住所）   

3 目的  

新法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ   

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに   

育成されるよう支援することを目的とする。   

4 社会福祉事業の種類   

（1）保育所00の設置経営   

（2）保育所00の設置経営．   

（3）保育所00の設置経営   

（4）保育所00の設置経営   

（5）保育所00の設置経営   

5 役員に関する事項   

（1）理事○名   

（2）監事○名   

6 定款の変更に関する事項   

（1）定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、00（所  

轄庁）の認可（社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項にかか  

るものを除く。）を受けなければならない。   

（2）前項の厚生労働省令で定める事項にかかる定款の変更をしたときは、遅滞なくそ  

の旨を00（所轄庁）に届け出なければならない。  
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7 公示の方法   

新法人の掲示場に掲示するとともに、新聞に掲載して行う。  

第3条 新法人の基本財産は、次のとおりとする。  

（1）土地  

（∋ （住所）  

② （住所）  

③ （住所）  

④ （住所）  

⑤ （住所）  

⑥ （住所）  

⑦ （住所）  

所在の00の敷地  

所在の00の敷地  

所在の00の敷地  

所在の00の敷地  

所在の00の敷地  

所在の00の敷地  

所在の00の敷地  

1筆（000．00平方メートル）  

1筆（000．00平方メートル）  

1筆（000．00平方メートル）  

1筆（000．00平方メートル）  

1筆（000．00平方メートル）  

1筆（000．00平方メートル）  

1筆（000．00平方メートル）  

（2）建物  

① （住所）所在の00の00造00建 00保育所 園舎1棟（00．00平方メー  

トル）  

② （住所）所在の00の00造00建 00保育所 園舎1棟（00．00平方メー  

トル）  

③ （住所）所在の00の00造00建 00保育所 園舎1棟（00．00平方メー  

トル）  

④ （住所）所在の00の00造00建 00保育所 園舎1棟（00．00平方メー  

トル）  

⑤ （住所）所在の00の00造00建 00保育所 園舎1棟（00，00平方メー  

トル）  

（3）現金00万円  

第4条 新法人は、関係法人の平成00年○月○日現在の貸借対照表及び財産目録を基礎と  

し、以後合併期日までにおける収入支出を加除し、合併期日における関係法人の権利  

義務一切を承継するものとする。  

第5条 合併期日を平成00年○月○日とする。ただし、同日までに合併に必要な手続がで  

きないときは、関係法人の代表者において更に協定するものとする。  

第6条 関係法人は、本契約締結後その所有に係る一切の財産の管理に関し最善の注意をは  

らい、新たな義務等の負担その他重要なる取引については、予め関係法人の承認を受  

けるものとする。  

第7条 本契約に規定する事項以外の事項といえども必要が生じたときは、合併条件に影響  

のない限り関係法人の代表者において協定し、執行するものとする。  

第8条 新定款の作成とその他新法人設立のための事務については、関係法人より選任され  

た設立事務共同執行者が行うものとする。  

第9条 関係法人は、本契約の承認の他合併に必要な議決を経るため、合併契約書に調印後  
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速やかに関係法人の理事会を招集するものとする。  

第10条 本契約締結の日から合併設立に至るまでに天災地変その他の事由に．より関係法人  

の財産に重大な変化を来したときは、関係法人は、本契約を解除することができる。  

第11条 本契約ば第9条の合併承認の議決を経た後、00県知事の合併認可の日から効力を  

生ずるものとする。   

上記契約の成立を証とするため本書を5通作成し、関係法人の代表者において署名捺印の  

上、各自その1通を保管するものとする。  

平成00年○月○日  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  
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資料 合新b－1）合併協定書  

併 協 定 書  

1合併の方式に関すること（協定項目第1号）  

社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000   

及び社会福祉法人000を廃し、新社会福祉法人を設立する新設合併（対等合併）とする。  

2 合併の期日に関すること（協定項目第2号）  

合併の期目は、平成00年○月○日とする。ただし、合併の期日までに必要な手続きが   

できないときは社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法入000、社会福   

祉法人000及び社会福祉000の代表者において更に協定するものとする。  

3 新社会福祉法人の名称に関すること（協定項目第3号）  

新社会福祉法人の名称は、社会福祉法人000とする。  

4 新社会福祉法人の事務所の位置に関すること（協定項目第4号）  

主たる事務所の位置は、（住所）とする。  

5 財産及び債務の取り扱いに関すること（協定項目第5号）  

社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000   

及び社会福祉法人000の所有する財産及び債務は、原則として全て新社会福祉法人に引   

き継ぐものとする。  

6 定款に関すること（協定項目第6号）  

新社会福祉法人の定款に関しては、国の「社会福祉法人定款準則」を基本として定める   

ものとする。  

7 組織体制・事務局に関すること（協定項目第7号）  

別紙の組織・機構図のとおりとする。  

8 役員選出に関すること（協定項目第8号）  

新社会福祉法人の役員の定数は、理事○名、監事○名とし、理事の選出区分は、00地   

区○名、00地区○名、00地区○名、00地区○名、00地区○名、施設長○名とする。  

9 職員の身分に関すること（協定項目第9号）  
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社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000  

及び社会福祉法人000の職員は、全て設立する新社会福祉法人の職員として引き継ぐも  

のとする。  

（1）職員の配置に関しては、各施設における児童数等を勘案して適正に配置するもの  

とする。  

（2）職員の職名に関しては、人事管理及び職員処遇適正化の観点から合併時に調整し、  

統一を図るものとする。  

（3）職員の職階に関しては、合併時に職名とともに級分類を調整し、統一を図るもの  

とする。  

（4）職員の給与に関しては、新社会福祉法人の給与規程を策定し、一元化するものと  

する。  

10 事業に関すること（協定項目第！0号）   

設立する新社会福祉法人の事業は、次のとおりとする。   

第二種社会福祉事業   

（1）保育所 000の設置経営   

（2）保育所 000の設置経営   

（3）保育所 000の設置経営   

（4）保育所 000の設置経営   

（5）保育所 000の設置経営  
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調 印 書   

社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000及  

び社会福祉法人000について、上記のとおり合併に関する協議が整ったので、協定の証と  

するため本書を5適作成し、各社会福祉法人の代表者において署名捺印の上、各自その1  

通を保管するものとする。  

平成00年○月○日  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  

（住 所）  

社会福祉法人 000  

理事長  
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資料 合吸e－1）合併藩可申請書  

平成00年00月00日  

○（⊃保健福祉事務所  

保健福祉部社会福祉課  様   

A法人   

理事長  0 0 0 0  

B法人  

理事長  0 0 0 0  

社会福祉法人合併認可申請書の提出について   

標記について、既に御承知の通りA法人とB法人は、平成00年○月00日の合併に向け  

その準備を進めてまいりましたが、このたび両法人理事会において基本合意に達しました。   

つきましては、合併認可申請書を提出いたしますので、御査収のうえ宜しくお取り計い下  

さるようお願い申し上げます。  

記  

合併認可申請書類～各2部   

① 合併認可申請書   

② 理由書   

③ 理事会議事録及び評議員会議事録   

④ A法人定款   

⑤ 財産目録・貸借対照表（A法人・B法人）   

⑥ 負債証明書（A法人・（独）福祉医療機構、00銀行）   

⑦ 財産目録（00月末両法人合算）   

⑧ 平成（⊃○年度事業計画書・収支予算書   

⑨ 平成（⊃○年度事業計画書・収支予算書   

⑩ 新役員履歴書・就任承諾書  
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社会福祉法人合併認可申請書（吸収合併用）  

主たる事務所の所在地  

ふ  り  が  な  

名  称  

代 表 者 の 氏 名  

主たる事務所の所在地  

ふ  り  が  な  

名  称  

代 表 者 の 氏 名  

請  年  月  日  

合 併 す る 理 由  

ふ  り  が  な  

合併により消滅する  

法人の名 称  

主たる事務所の所在地  

ふ  り  が  な  

合  称  

併  
後  
存  第1種  
続  社会福祉  

す   業  
る   
法  

第 2 種  

人  

類  

収益事業  
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資  

産  

理事  

監事  

の別  

理事  

引  

き  

続  坪事  

き  

役  
理事  

合  

併  貝   

と  
後  

存 続  

す  
役  

l監事  

る  

法  理事  

人  
員  監事  

新  

た  

に  

役  

貝  

と  

な  

る  

者  

評議員会び   

内  

喧  

①基本財産 ②運用財産  公益事業用ノ  

ll一  円  

代表権  役 

氏ダ，  
の  

有無   

（⊃⊂）（⊃⊂）  有   

〔）（⊃⊂）〔〕  伽亡   無  

0000  無   

○（⊃⊂）○  四   劇症  

0000  i旺   

【  仙  ○   

⊂）⊂）C）⊂）  

⊂）⊂）00  無   4虻  

0000  i旺  （⊃   

0000  ○  

湘 有  評ま   

内  訳   

④  ⑤積極財産  
（む負債  

業川財権             収益事業用財産   〔！〕＋②＋（却＋④   

円  円   

員の資格等（該、1与に○）      他の社会福祉法人の  

代表者への就任状況   
知謡 経辱  

経験   有無   法人名  

○  鉦  

（⊃  

○  4旺  

（⊃  

（⊃  無  

○  ○  無  

○  虫韮  

○  無  

（⊃  i旺  

○  無  

評議員の定数     ○名   
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資料 合新e－1）合併諷可申請書  
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純額  
資  

産  
門  

理事  
監事  

の別  

合  
理事  

併  
理事  

に  
理事  

よ  

理事  
り  

設  
理事  

）⊥  

と  理事  

な  理事  
す  

る  
理事  

る  

法  監事  

人  監事  

評議員会ク   

内  容   

社会福祉事業用財産   ③  ④  ⑤  

〔D  ②  
公益事業  （亘）負債  

用財産  用財産  
農本財産  運用財産   

Pl  円   円  円  円  円   

親族等  
代表 の  

氏  
代表者‾への就任状況  

名  

権 有無   の特殊 関係人 の有一無   
関係   

長   悪 法人名   

○⊂） 00   有  4旺  ○  

（⊃0 00   ヰ旺  匁E  （⊃  4旺   

00 ⊂）○   無  無  （⊃  無   

00 00   幻蛙  4旺  （⊃  ヰ旺   

00 00   無  無  ○  無   

⊂）0 00   4旺  41珪  ○  ○  名亜   

00 00   4妊  無  ○  触   

00（⊃○   i旺  4旺  ○  無   

00 00   無  無  （⊃  名韮   

C）○ ⊂）○   無  無  ○  虹  

無   評議員の定数 庄   購】   L  
（注 意）  

1．川紙の大きさは、日本1二葉規格A列4番とすること。  

2．記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙（人きさは、Fl本Ⅰ二葉規格A列4番とする。）   

の枚数を増加し、この様式に準じた申請書を作成することr▲  

ニう．この申請書には、社会福祉法施行規則第6条第1項第1旨から第3号まで及び第4号イからハまでに掲げる書類を   

添付すること〔，  

4．記名押印に代えて署名することができる。  
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合併する理由書   

000市における保育園・保育所の現状は、公立保育所○施設、社会福祉法人立保育園○   

施設（00保育園、00保育園、00保育園、00保育園、00保育園）となっております。  

社会福祉法人立保育園○施設については、それぞれの地区において社会福祉法人が保育園   

を経営しておりますが、近年の少子化の進行による児童の減少が続く中、その運営は今後ま   

すます厳しくなることが予想されます。  

このような状況の中、平成16年度から000市法人保育会連絡協議会、000市法人保   

育会組織一本化検討委員会及び各社会福祉法人理事会において、保育園経営についての方策   

を種々協議してまいりました結果、将来的な経営基盤を強化し、職員の資質の向上と保育内   

容の充実を図ることにより、地域の児童福祉の増進に寄与することを目的に市内○つの社会   

福祉法人が合併して新社会福祉法人を設立することといたしました。  
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資料 合新e－2）児童福祉施設設置諷可申請書  

平成00年○月○日  

00県知事 0 0 0 0  様   

設置者 職名 社会福祉法人 000市保育協会理事長  

氏名  0 0 0 0  印  

児童福祉施設（保育所）設置認可申請書   

児童福祉法（昭和22年法律164号）第35条第4項の規定に基づき、保育所の設置につ  

いて、次のとおり関係書類を添えて認可申請します。  

1保育所名  

00保育園  

2 所在地  

（住 所）  

3 定 員  

左  の  

与  定員数  
乳 児   1歳   

完  
人   人   

○   ○   （⊃   

年  齢  別  内  訳   

歳児   2歳児   3歳児   
4歳  

以上児   

人   人   人   人   

（⊃   ⊂）   ○   （⊃   

区  

認可希望  

4 建物の構造及び規模  

（1）構  造  00造00建1棟 000．00．ポ  

（2）所有形態  （自己所有・使用許可・美袋轄）   

※内容を確認できる書類（登記簿、契約書等）を添付  
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（3）規模（図面別添のとおり）  

室  名   室 数   面 積   備 考  室  名  室 数   面 積  備 考   

保 育 室   5室  00．00Ⅰポ  便  所  3室  00．00n了  

遊 戯 室  1   00．00nf  職員便所   1   00．00Ⅰポ  

乳 児 室  00．00rd  調 乳 室   00．00nf  

ほふ く 室  00．00rぱ  沐 浴 室   00．00Ⅰ正  

調 理 室  00．00rぱ  倉  庫   00．00nf  

多目的ホール  1   00．00rぱ  食 品 庫   1   00．00Ⅰポ  

事 務 室  00．00n盲  廊  下   1   00．00rぱ  

医 務 室  00．00rぱ  医薬品有  そ の 他  00．00d  

保育士室  00．00nf  玄関ホール   00．00nf  

休 養 室  1   00．00Ⅰ正  計  00．00ni  

摘  

要  

5 土 地 敷地面積  000．00nf  

帰所有 

※内容を確認できる書類（登記簿、契約書等）を添付  

屋外遊戯揚  000nf  

たいこばし  ○台   すづ＿㌢台……＿－Q台  

ぶらんこ  ○台  

ジャングルジム ○台  

屋外（大型）遊具  
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6 経営の責任者及び従事職員（施設長及び主任保育士の履歴書別添のとおり（略））  

職種   
資格証書  

氏名   年齢  
記号番号   

雇用  
専兼の別   

形態  

所（園）長   00 00   ○〔）  0 000  正職員   専   

巨三任保育士   00 00   ○⊂）  0 000   

巨三任保育士   00 00   ○⊂）  0 000   

保育士   00 00   （⊃⊂）  0 000   

00 00   ○⊂）  0 000   

00 00   ○⊂）  0 000  臨時職員   

00 00   ○⊂）  0 000   

00 00   ○⊂）  0 000   

00 00   ○⊂）  0 000   

00 00   ○⊂）  0 000   

00 00  ○⊂）  ⊂） 00（⊃   

調理員   （⊃0 00   ○⊂）  0 000  正職員   

栄養士等   00 00   ○⊂）  0 000   

00人  

託歯科医   嘱託医 〔〕000 嘱託歯科医 0000   

7 事業開始予定年月日   

平成004王○月○目  

8 その他の特記事項  

なし   

（注）添付書類（略）   

1保育所図面（平面図、立面図、付近の見取り図）  

2 備品一覧表  
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3 履歴書（所（園）長、主任保育士）  

4 収支予算書  

5 設置者に関する事項  

（1）公立の場合  

当該施設に係る設置条例及び施行規則又は条例改正議決書抄本  

（2）民間の揚合   

・設置するものの履歴及び資産状況を明らかにする書類   

・法人の場合は、法人格を有することを証する書類  

（00県知事が認可した社会福祉法人においては省略可）  

法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約  

（管理運営規程、経理規程、給与規程、旅費規程及び就業規則等）   

・設置者が社会福祉法人以外の場合においては、設置者調書（別紙）   



資料 合新e－2）児童福祉施設廃止承藩申請書  

平成00年○月○日  

00県知事 0 0 0 0  様   

設置者 職名 社会福祉法人 000理事長  

氏名  0 0 0 0  印  

児童福祉施設（保育所）廃止承認申請書   

児童福祉法（昭和22年法律164号）第35条第7項の規定に基づき、保育所の廃止につ  

いて、次のとおり関係書類を添えて認可申請します。  

1保育所名  

00保育園  

2 所在地  

（住 所）  

3 休止・廃止の理由  

社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人000、社会福祉法人00   

0及び社会福祉法人000が合併することにより社会福祉法人000が解散するので、   

000を廃止する。  

4 入所させている児童の処遇  

新設される社会福祉法人000が引き続き000を運営することにより、児童の保育  

を実施する。  

5 （廃止の場合）廃止の期日及び財産の処分  

廃止の期日  平成00年○月○日  

財産の処分  権利義務一切を社会福祉法人000に承継する。  

添付書類  議事録（議決書）の写し（略）  

117   



資料 合f－1）合併公告の案文  

（合併後存続する法人の公告）  

社会福祉法人合併公告  

平成○年○月○日社会福祉法人000000は、社会福祉法人000000を合併して  

存続し、社会福祉法人000000は解散する旨を理事会及び評議員会において議決しま  

したので、この合併に対し異議のある債権者は、本公告記載の翌日から2月以内にその旨  

をお申し出ください。  

平成○年○月○日  

（郡市町村）00 00番地00  

社会福祉法人 0000000  
理事長  0 0 0 0  

（合併後消滅する法人の公告）  

社会福祉法人合併公告  

平成○年○月○日社会福祉法人000000は、社会福祉法人000000に合併して  

解散する旨を理事会及び評議員会において議決しましたので、この合併に対し異議のある  

債権者は、本公告記載の翌日から2月以内にその旨をお申し出ください。  

平成○年○月○日  

（郡市町村）00 00番地00  

社会福祉法人 0000000  

理事長  0 0 0 0  
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